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一
、
「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」 

 

「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」
と
い
え
ば
、
後
代
で
は
ま
ず
五
行
の
こ
と
で
あ
り
、
各
種

事
物
を
分
類
し
、
相
生
・
相
克
と
い
っ
た
相
互
関
係
を
考
察
す
る
た
め
の
概
念
で
あ
る
。 

し
か
し
、
『
尚
書
』
や
『
左
伝
』
と
い
っ
た
早
期
の
文
献
に
見
え
る
「
木
・
火
・
土
・

金
・
水
」
は
、
分
類
や
相
互
関
係
を
示
す
概
念
と
い
う
よ
り
も
、
単
に
民
生
に
供
さ
れ
る

物
資
と
い
う
、
極
め
て
具
体
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
「
木
・

火
・
土
・
金
・
水
」
は
、
『
左
伝
』
の
記
述(

1)

に
因
ん
で
「
五
材
的
五
行
」
と
も
呼
ば

れ
る
。 

た
だ
、『
左
伝
』
の
中
に
は
、「
水
・
火
」
や
「
火
・
金
」
の
相
克
を
示
す
、
や
や
抽
象

化
さ
れ
た
五
行
概
念
も
登
場
す
る
。
ま
た
、
一
説
に
は
、
『
墨
子
』
に
五
行
全
体
の
相
克

を
念
頭
に
し
た
説
が
見
え
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
を
如
何
に
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。 

 

本
節
で
は
、
「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」
の
五
者
に
関
す
る
記
述
を
含
む
早
期
の
伝
世

文
献
を
取
り
上
げ
、
問
題
を
整
理
す
る
。 

 

『
尚
書
』
洪
範 

 

周
の
武
王
が
殷
を
滅
ぼ
し
た
後
、
殷
の
遺
臣
箕
子
に
政
治
の
要
諦
を
訊
ね
る
と
、
箕
子

は
洪
範
九
疇
（
禹
が
天
よ
り
賜
っ
た
と
さ
れ
る
大
法
。
五
行
・
五
事
・
八
政
・
五
紀
・
皇

極
・
三
徳
・
稽
疑
・
庶
徴
・
五
福
六
極
の
九
項
目
）
を
以
っ
て
そ
れ
に
答
え
た
と
い
う
。

『
尚
書
』
洪
範
に
は
そ
の
内
容
が
掲
載
さ
れ
て
お
り(

2)

、
そ
の
第
一
項
目
「
五
行
」
に

は
、
水
・
火
・
木
・
金
・
土
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

五
行
。
一
曰
水
、
二
曰
火
、
三
曰
木
、
四
曰
金
、
五
曰
土
。
水
曰
潤
下
、

火
曰
炎
上
、
木
曰
曲
直
、
金
曰
從
革
、
土
曰
稼
穡
。
潤
下
作
鹹
、
炎
上

作
苦
、
曲
直
作
酸
、
從
革
作
辛
、
稼
穡
作
甘
。 

五
行
。
第
一
に
水
、
第
二
に
火
、
第
三
に
木
、
第
四
に
金
、
第
五
に
土
。
水
は
潤
い

下
り
、
火
は
燃
え
上
が
り
、
木
は
曲
げ
ら
れ
た
り
伸
ば
さ
れ
た
り
し
、
金
は
変
形
さ

せ
ら
れ
、
土
は
実
り
を
生
む
。
潤
い
下
る
の
は
塩
味
を
な
し
、
燃
え
上
が
る
の
は
苦

味
を
な
し
、
曲
げ
ら
れ
た
り
伸
ば
さ
れ
た
り
す
る
の
は
酸
味
を
な
し
、
変
形
さ
せ
ら

れ
る
の
は
辛
味
を
な
し
、
実
り
を
生
む
の
は
甘
味
を
な
す
。 

 

こ
れ
は
、
「
五
行
」
と
し
て
「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」
の
全
て
を
挙
げ
る
初
期
の
例

で
あ
り(

3)

、
後
世
の
五
行
説
で
は
、
こ
の
記
述
を
元
に
し
て
様
々
な
言
説
が
展
開
さ
れ

る
。
し
か
し
、
陳
其
元
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に(

4)

、
こ
こ
で
の
「
五
行
」
は
元
々
は
そ

れ
ほ
ど
抽
象
的
な
概
念
で
は
な
く
、
具
体
的
な
物
質
と
そ
の
性
質
・
味
を
述
べ
る
の
み
だ

っ
た
と
考
え
る
方
が
良
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
こ
こ
に
分
類
概
念
と
し
て
の
意
味
は

見
出
せ
ず
、
ま
た
相
生
・
相
克
の
記
述
も
無
い
。 

 

後
世
に
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
の
が
、
こ
の
洪
範
で
列
挙
さ
れ
る
五
行
の
順
序
で
あ
る
。

相
生
の
順
で
あ
れ
ば
「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」、
相
克
の
順
で
あ
れ
ば
「
土
・
木
・
金
・

火
・
水
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
洪
範
に
お
け
る
五
行
の
順
序
は
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
。

お
そ
ら
く
、
相
生
・
相
克
の
観
念
と
無
関
係
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。 

洪
範
五
行
の
水
（
一
）
・
火
（
二
）・
木
（
三
）・
金
（
四
）・
土
（
五
）
と
い
う
順
序
・

数
字
は
、
後
に
五
行
の
「
生
数
」
と
し
て
説
明
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
五
を
加
え
た
水
（
六
）・

火
（
七
）
・
木
（
八
）
・
金
（
九
）
・
土
（
十
）
は
五
行
の
「
成
数
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
る(

5)

。
特
に
成
数
は
時
令
で
用
い
ら
れ(

6)

、
更
に
は
始
皇
帝
が
水
徳
を

自
称
し
た
際
に
は
様
々
な
制
度
を
「
六
」
に
よ
っ
て
定
め
た
と
い
う(

7)

。 

し
か
し
、
当
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
術
数
的
な
理
論
に
基
づ
い
て
構
想
さ
れ
た
か
は
疑
問

で
、
少
な
く
と
も
洪
範
篇
の
文
言
の
み
か
ら
そ
れ
を
読
み
取
る
の
は
不
可
能
で
あ
る(

8)

。
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む
し
ろ
『
尚
書
大
伝
』
が
述
べ
る
よ
う
に(

9)

、「
水
・
火
」
を
飲
食
に
必
要
な
物
、「
木
・

金
」
を
工
作
・
建
築
に
必
要
な
物
、
「
土
」
を
万
物
を
生
み
出
す
物
と
分
類
で
き
る
。
あ

る
い
は
、
「
水
・
火
」
「
木
・
金
」
「
土
」
を
、
順
に
「
生
存
上
、
常
に
必
要
と
さ
れ
る
基

本
物
資
」・「
不
足
し
て
も
す
ぐ
に
は
生
存
に
関
わ
ら
な
い
物
資
」・「
間
接
的
に
は
不
可
欠

だ
が
、
直
接
用
い
る
こ
と
は
少
な
い
物
資
」
と
考
え
、
緊
急
性
・
必
要
性
の
順
に
並
べ
ら

れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い(

10)

。
と
も
あ
れ
、
少
な
く
と
も
、

こ
の
順
序
に
深
遠
な
術
数
的
意
味
を
見
出
さ
れ
る
の
は
、
後
世
の
解
釈
や
他
の
文
献
に
於

い
て
で
あ
り
、
洪
範
自
体
に
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。 

 

『
左
伝
』
文
公
七
年
・
昭
公
二
十
九
年 

 

上
古
の
五
行
説
の
形
成
を
研
究
す
る
上
で
、
『
左
伝
』
は
よ
く
用
い
ら
れ
る
基
本
資
料

で
あ
る
が(

11)

、
「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」
の
五
者
全
て
を
含
む
記
述
は
、
実
は
そ
れ

ほ
ど
多
く
な
い
。
管
見
の
限
り
で
は
、
文
公
七
年
と
昭
公
二
十
九
年
の
二
例
の
み
で
あ
る
。

以
下
、
順
に
そ
れ
を
引
く
。 

 

夏
書
曰
、
戒
之
用
休
、
董
之
用
威
、
勸
之
以
九
歌
、
勿
使
壞
。
九
功
之

德
、
皆
可
歌
也
、
謂
之
九
歌
。
六
府
三
事
、
謂
之
九
功
。
水
火
金
木
土

榖
、
謂
之
六
府
。
正
德
利
用
厚
生
、
謂
之
三
事
。 

夏
書
に
、
「
美
を
以
っ
て
戒
め
、
罰
を
以
っ
て
正
し
、
九
歌
を
以
っ
て
薦
め
よ
。
こ

れ
ら
を
損
ね
て
は
な
ら
ぬ
」
と
申
し
ま
す(

12)

。
「
九
歌
」
と
は
、
九
功
の
徳
を
歌

っ
て
称
え
る
こ
と
で
す
。「
九
功
」
と
は
、
六
府
・
三
事
の
こ
と
で
す
。「
六
府
」
と

は
、
水
・
火
・
金
・
木
・
土
・
穀
の
こ
と
で
、「
三
事
」
と
は
、
正
徳
（
徳
を
正
す
）
・

利
用
（
事
物
を
活
用
す
る
）
・
厚
生
（
人
々
を
豊
か
に
す
る
）
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
。 

 

夫
物
物
有
其
官
、
官
脩
其
方
…
…(

中
略)

…
…
故
有
五
行
之
官
、
是
謂
五

官
。
實
列
受
氏
姓
、
封
爲
上
公
、
祀
爲
貴
神
、
社
稷
五
祀
、
是
尊
是
奉
。

木
正
曰
句
芒
、
火
正
曰
祝
融
、
金
正
曰
蓐
收
、
水
正
曰
玄
冥
、
土
正
曰

后
土
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
物
に
は
官
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
官
が
そ
れ
に
関
す
る
技
術
を
修
め
ま
す

…
…(

中
略)

…
…
そ
の
た
め
、
五
行
を
司
る
官
が
お
り
、
こ
れ
を
「
五
官
」
と
申
し

ま
す
。
彼
ら
は
列
せ
ら
れ
て
氏
姓
を
授
か
り
、
上
公
に
封
爵
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

貴
神
と
し
て
祭
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
社
稷
の
五
祀
が
彼
ら
を
尊
奉
し
て
お
り
ま
す
。

木
正
を
句
芒
と
言
い
、
火
正
を
祝
融
と
言
い
、
金
正
を
蓐
収
と
言
い
、
水
正
を
玄
冥

と
言
い
、
土
正
を
后
土
と
言
い
ま
す
。 

 

文
公
七
年
の
文
で
は
、
水
・
火
・
金
・
木
・
土
の
五
者
の
み
な
ら
ず
、
穀
を
加
え
て
「
六

府
」
と
言
う
。
水
・
火
・
金
・
木
・
土
を
ひ
と
ま
と
ま
り
の
五
行
と
し
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
こ
の
五
者
に
何
か
術
数
的
に
特
別
な
意
味
を
見
出
さ
ず
、
単
に
、
六
種
の
民
生
に
必

要
な
物
資
の
う
ち
の
五
種
、
と
い
う
程
度
の
認
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

一
方
、
昭
公
二
十
九
年
の
文
は
、
木
正
・
火
正
・
金
正
・
水
正
・
土
正
を
「
五
行
之
官
」

と
呼
び(

13)

、
木
・
火
・
金
・
水
・
土
を
「
五
行
」
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。 

な
お
、
こ
こ
で
五
行
の
官
の
祭
祀
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
を
、
池
田
末
利
氏
は
「
生

活
に
必
須
な
物
質
の
神
格
化
・
祭
祀
化
」
と
し
て
い
る(

14)

。
た
だ
、
実
際
に
そ
の
よ
う

な
「
神
格
化
・
祭
祀
化
」
が
当
時
行
わ
れ
て
い
て
、
『
左
伝
』
の
文
が
そ
れ
を
改
変
し
な

が
ら
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
字
句
を
字
面
通
り
に
読
む
限
り

で
は
、
句
芒
や
祝
融
は
木
そ
の
も
の
や
火
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
司
る
官
名
に
過

ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
五
行
の
神
格
化
の
明
証
と
は
し
が
た
い
。
以
下
、
『
左
伝
』
昭
公
二

十
九
年
の
続
き
で
あ
る
。 
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少
皥
氏
有
四
叔
、
曰
重
、
曰
該
、
曰
脩
、
曰
熙
、
實
能
金
木
及
水
。
使

重
爲
句
芒
、
該
爲
蓐
收
、
脩
及
熙
為
玄
冥
。
世
不
失
職
、
遂
濟
窮
桑
、

此
其
三
祀
也
。
顓
頊
氏
有
子
、
曰
犂
、
爲
祝
融
。
共
工
氏
有
子
、
曰
句

龍
、
爲
后
土
。
此
其
二
祀
也
。
后
土
爲
社
。
稷
、
田
正
也
。
有
烈
山
氏

之
子
、
曰
柱
、
爲
稷
。
自
夏
以
上
祀
之
。
周
弃
亦
爲
稷
、
自
商
以
來
祀

之
。 

少
皥
氏
に
、
重
・
該
・
脩
・
熙
と
い
う
四
人
の
子
孫
が
お
り(

15)

、
金
・
木
・
水
に

よ
く
通
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
重
を
句
芒
と
し
、
該
を
蓐
收
と
し
、
脩
と
熙
を
玄

冥
と
し
ま
し
た
。
彼
ら
は
代
々
そ
の
役
目
を
果
た
し
、
少
皥
氏
の
成
功
を
助
け
ま
し

た
。
こ
れ
が
、
社
稷
五
祀
の
う
ち
の
三
祀
で
ご
ざ
い
ま
す
。
顓
頊
氏
に
犂
と
い
う
子

が
お
り
、
祝
融
に
任
じ
ら
れ
ま
し
た
。
共
工
氏
に
句
龍
と
い
う
子
が
お
り
、
后
土
に

任
じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
二
祀
で
ご
ざ
い
ま
す
。
后
土
が
、
社
で
す
。
稷
と
は
、

田
正
（
田
を
司
る
官
の
長
）
の
こ
と
で
す
。
烈
山
氏
に
柱
と
い
う
子
が
お
り
、
稷
に

任
じ
ら
れ
ま
し
た
。
夏
以
降
は
彼
を
祀
り
ま
し
た
。
周
の
弃
も
ま
た
稷
と
な
っ
た
の

で
、
商
以
降
は
彼
を
祀
り
ま
し
た
。 

 

こ
こ
で
は
、
社
稷
に
祭
ら
れ
て
い
る
の
が
、
上
古
に
職
責
を
果
た
し
た
人
々
で
あ
る
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る(

16)

。 

そ
も
そ
も
こ
こ
で
引
い
た
文
言
は
、
晋
の
大
夫
蔡
墨
が
、
龍
が
生
き
た
ま
ま
得
ら
れ
な

く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
た
言
葉
で
あ
る
。
蔡
墨
に
よ
れ
ば
、
上
古
に
於
い
て
は

龍
を
飼
う
こ
と
が
で
き
て
い
た
が
、
後
世
に
「
水
官
弃
矣
、
故
龍
不
生
得
（
水
官
が
廃
れ

た
た
め
に
、
龍
が
生
き
た
ま
ま
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
）
」
と
言
う
こ
と
で
あ
る
（
蔡
墨
は

龍
を
水
棲
生
物
と
考
え
る
）
。
こ
の
よ
う
に
、
木
・
火
・
金
・
水
・
土
を
修
め
る
官
の
重

要
性
と
、
そ
れ
が
現
在
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
の
が
趣
旨
で
あ
っ
て
、
木
・
火
・

金
・
水
・
土
自
体
は
依
然
と
し
て
具
体
的
な
物
質
に
留
ま
っ
て
い
る
。 

な
お
、
興
味
深
い
の
は
、「
五
行
之
官
」「
社
稷
五
祀
」
と
し
て
お
き
な
が
ら
、
木
正
・

火
正
・
金
正
・
水
正
・
土
正
の
他
に
田
正
を
挙
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
文
公
七
年
で
水
・
火
・

金
・
木
・
土
に
穀
を
加
え
て
六
府
と
し
て
い
る
こ
と
と
、
こ
こ
で
木
・
火
・
金
・
水
・
土

に
田
を
加
え
た
六
者
を
社
稷
に
祀
る
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
や
や
似
て
い
る
。
穀
も

田
も
、
穀
物
の
栽
培
・
収
穫
に
関
係
す
る
。
こ
れ
ら
の
言
説
が
作
ら
れ
た
当
時
に
お
い
て
、

「
五
」
と
い
う
枠
は
そ
れ
ほ
ど
強
固
で
は
な
く
、
食
糧
に
関
係
す
る
穀
や
田
を
加
え
て
六

種
と
す
る
こ
と
に
抵
抗
は
無
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

『
左
伝
』
昭
公
九
年
・
昭
公
十
七
年
・
昭
公
三
十
一
年
・
哀
公
九
年 

 

こ
れ
ま
で
検
討
し
た
の
は
、
い
ず
れ
も
五
種
の
物
質
を
列
挙
す
る
の
み
の
文
章
で
、
五

行
間
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
が
無
か
っ
た
。
し
か
し
、
『
左
伝
』
の
昭
公
九

年
・
昭
公
十
七
年
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
火
、
水
妃
也
」「
水
、
火
之
牡
也
」
と
い
う
、
水
・

火
間
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

夏
四
月
、
陳
災
。
鄭
裨
竈
曰
、
五
年
、
陳
將
復
封
。
封
五
十
二
年
、

而
遂
亡
。
子
產
問
其
故
。 

對
曰
、
陳
、
水
屬
也
。
火
、
水
妃
也
、
而

楚
所
相
也
。
今
火
出
而
火
陳
、
逐
楚
而
建
陳
也
。
妃
以
五
成
。
故
曰

五
年
。 

夏
四
月
、
陳
で
火
災
が
起
こ
っ
た
。
鄭
の
裨
竈
が
、「
五
年
後
に
陳
が
諸
侯
と
し
て

復
帰
す
る
で
し
ょ
う
。
復
帰
し
て
か
ら
五
十
二
年
後
に
、
滅
亡
し
て
し
ま
う
で
し
ょ

う
」
と
述
べ
た
。
子
産
が
そ
の
理
由
を
訊
ね
る
と
、
次
の
よ
う
に
答
え
た
。「
陳
は

水
に
類
し
ま
す
。
火
は
水
の
妃
で
あ
り
、
ま
た
、
楚
が
治
め
る
も
の
で
す
。
こ
の
度
、

火(

17)
が
現
れ
て
陳
に
火
災
が
起
こ
っ
た
の
は
、
楚
を
追
い
出
し
て
陳
を
再
建
す

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
妃
と
は
、
五
に
よ
っ
て
成
就
す
る
も
の
で
す
。
だ
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か
ら
『
五
年
』
と
言
っ
た
の
で
す
」 

 
冬
、
有
星
孛
于
大
辰
西
、
及
漢
…
…(

中
略)

…
…
梓
慎
曰
、
往
年
吾
見
之
、

是
其
徵
也
。
火
出
而
見
。
今
兹
火
出
而
章
、
必
火
入
而
伏
。
其
居
火

也
久
矣
…
…(
中
略)

…
…
若
火
作
、
其
四
國
當
之
、
在
宋
衛
陳
鄭
乎
。
宋
、

大
辰
之
虚
也
。
陳
、
大
皥
之
虚
也
。
鄭
、
祝
融
之
虚
也
。
皆
火
房
也
。

星
孛
天
漢
。
漢
、
水
祥
也
。
衞
、
顓
頊
之
虚
也
、
故
爲
帝
丘
。
其
星

爲
大
水
、
水
、
火
之
牡
也
。
其
以
丙
子
若
壬
午
作
乎
。
水
火
所
以
合

也
。 

冬
、
彗
星
が
大
辰(

18)

の
西
方
に
現
れ
、
東
方
の
天
の
川
に
ま
で
到
っ
た
…
…(

中

略)

…
…
梓
慎
が
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
昨
年
も
私
は
同
じ
現
象
を
観
測
し
ま
し
た
。

今
回
の
こ
と
の
前
触
れ
だ
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
火
が
出
て
来
て
彗
星
が
現
れ
た

の
で
す
。
今
年
は
火
が
出
る
と
彗
星
が
は
っ
き
り
と
見
え
ま
し
た
。
火
が
没
し
て
か

ら
彗
星
も
姿
を
消
す
で
し
ょ
う
。
彗
星
が
長
い
間
、
火
に
付
き
従
っ
て
い
る
の
で
す

…
…(

中
略)

…
…
も
し
火
災
が
起
こ
る
と
す
れ
ば
、
四
ヶ
国
、
つ
ま
り
宋
・
衛
・
陳
・

鄭
に
於
い
て
で
し
ょ
う
。
宋
は
大
辰
の
分
野
に
当
た
り(

19)

、
陳
は
太
皥
の
、
鄭

は
祝
融
の
跡
地
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
火
の
宿
る
と
こ
ろ
で
す
。
彗
星
が
天
の
川
に
到

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
天
の
川
は
、
水
の
象
徴
で

す
。
衛
は
、
顓
頊
の
跡
地
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
帝
丘
と
称
せ
ら
れ
ま
す
。
衛
に
当

た
る
星
は
大
水(

20)

で
あ
り
、
水
は
火
の
牡
で
す
。
そ
こ
で
丙
子
も
し
く
は
壬
午

の
日
に
火
災
が
起
こ
る
で
し
ょ
う
。
水
火
が
合
わ
さ
る
た
め
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

 

前
者
で
は
陳
を
水
、
楚
を
火
に
配
当
し
、
火
が
水
の
「
妃
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
後
者
で

は
、
天
文
の
大
辰
を
火
、
天
の
川
・
大
水
を
水
に
配
当
し
、
諸
侯
の
宋
・
陳
・
鄭
を
火
、

衛
を
水
に
配
当
す
る
。
更
に
は
丙
・
午
を
火
、
壬
・
子
を
水
に
配
当
し
た
上
で
、
こ
れ
ら

を
関
連
付
け
て
彗
星
を
解
釈
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
陳
に
つ
い
て
の
配
当
は
異
な
る
が
、

水
が
火
の
「
牡
」
で
あ
り
、
火
が
水
の
「
妃
」
で
あ
る
と
い
う
説
は
整
合
す
る
。
ま
た
、

火
・
水
を
具
体
的
な
物
質
で
は
な
く
、
天
体
や
日
付
・
国
名
の
属
性
を
示
し
、
そ
れ
ら
を

関
連
付
け
る
抽
象
的
な
概
念
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
昭
公
三
十
一
年
・
哀
公
九
年
で
は
、「
火
勝
金
」「
水
勝
火
」
と
い
っ
た
、
明

確
に
相
克
を
示
す
文
言
が
見
ら
れ
る
。 

 

十
二
月
辛
亥
朔
、
日
有
食
之
。
是
夜
也
、
趙
簡
子
夢
童
子
臝
而
轉
以
歌
。

旦
占
諸
史
墨
曰
、
吾
夢
如
是
、
今
而
日
食
、
何
也
。
對
曰
、
六
年
及
此

月
也
、
吳
其
入
郢
乎
、
終
亦
弗
克
。
入
郢
必
以
庚
辰
。
日
月
在
辰
尾
、

庚
午
之
日
、
日
始
有
謫
、
火
勝
金
、
故
弗
克
。 

十
二
月
辛
亥
の
朔
日
、
日
蝕
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
夜
、
趙
簡
子
が
、
童
子
が
裸
で
転

が
り
な
が
ら
歌
う
、
と
い
う
夢
を
見
た
。
朝
に
な
っ
て
こ
れ
に
つ
い
て
、
史
墨
に
「
こ

の
よ
う
な
夢
を
見
た
。
そ
し
て
今
、
日
蝕
が
起
こ
っ
た
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
」
と
訊
ね
た
。
史
墨
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
「
六
年
目
の
こ
の
月
に
、
呉

が
郢
に
入
城
す
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
結
局
は
勝
ち
切
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
郢
へ
の

入
城
は
、
き
っ
と
庚
辰
の
日
で
し
ょ
う
。
こ
の
度
、
日
・
月
が
い
ず
れ
も
辰
の
尾(

21)

に
在
り
、
庚
午
の
日
に
、
太
陽
に
異
変
が
生
じ
始
め
た
か
ら
で
す
。
ま
た
、
火
は
金

に
勝
つ
の
で
、（
呉
は
楚
に
）
勝
ち
切
ら
な
い
の
で
す
」 

 

晉
趙
鞅
卜
救
鄭
、
遇
水
適
火
、
占
諸
史
趙
史
墨
史
龜
。
史
龜
曰
、
是
謂

沈
陽
、
可
以
興
兵
、
利
以
伐
姜
、
不
利
子
商
。
伐
齊
則
可
、
敵
宋
不
吉
。

史
墨
曰
、
盈
、
水
名
也
。
子
、
水
位
也
。
名
位
敵
、
不
可
干
也
。
炎
帝

爲
火
師
、
姜
姓
其
後
也
。
水
勝
火
、
伐
姜
則
可
。 

晋
の
趙
鞅
が
、
鄭
を
救
援
す
る
こ
と
に
つ
い
て
占
っ
た
と
こ
ろ
、「
水
が
火
に
適
く
」
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と
い
う
結
果
を
得
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
史
趙
・
史
墨
・
史
亀
に
訊
ね
た
。

史
亀
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
「
こ
れ
は
『
沈
陽
』
と
い
う
も
の
で
す
。
戦
争
を

し
か
け
て
も
良
く
、
姜
姓
を
伐
つ
に
は
良
い
が
子
商
を
伐
つ
に
は
良
く
あ
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
斉
を
伐
つ
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
宋
を
敵
に
す
る
の
は
よ
ろ
し
く
あ
り
ま

せ
ん
」 

ま
た
、
史
墨
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
「
『
盈
』
と
い
う
の
は
、
水
に
関

す
る
名
で
す(

22)
。
そ
し
て
、『
子
』
は
水
の
位
で
す(

23)

。
名
と
位
と
が
拮
抗
し

て
い
る
の
で
、
伐
つ
こ
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
炎
帝
は
火
師
で
あ
り(

24)

、
姜

姓
は
そ
の
後
裔
で
す
。
水
は
火
に
勝
つ
の
で
、
姜
を
伐
つ
の
は
問
題
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」 

 

前
者
は
庚
を
金
、
午
を
火
と
し
、
「
火
勝
金
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
て
い
る
。
後
者
は

「
盈
（
嬴
）
」「
子
」
を
水
に
当
て
、
炎
帝
と
そ
の
子
孫
を
火
に
当
て
、
そ
れ
ら
の
間
に
「
水

勝
火
」
と
い
う
関
係
を
説
く
。
明
確
に
、
相
克
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

以
上
の
通
り
、
『
左
伝
』
に
は
、
十
干
・
十
二
支
や
諸
侯
を
「
水
」
「
火
」
「
金
」
に
配

当
し
、
そ
れ
ら
の
間
に
「
妃
」
「
勝
」
と
い
っ
た
関
係
を
見
出
す
言
説
が
見
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
こ
れ
を
以
て
、
後
世
の
所
謂
「
五
行
相
勝
」
が
完
備
し
て
い
た
と
判
断
す
る
こ
と

は
控
え
た
い
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
ら
の
言
説
に
は
「
木
」
「
土
」
が
登
場
し
な
い
か
ら
で

あ
る
。
例
え
ば
、
十
二
支
の
子
・
午
が
そ
れ
ぞ
れ
水
・
火
に
対
応
す
る
こ
と
は
明
ら
か
だ

が
、
丑
・
辰
・
未
・
戌
が
後
世
の
よ
う
に
土
に
配
当
さ
れ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、

五
行
に
加
え
て
「
穀
」
が
想
定
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
、
水
が
火
を
消
す
、

火
が
金
を
爍
か
す
と
い
う
の
は
、
相
勝
関
係
と
し
て
理
解
し
や
す
い
事
柄
だ
が
、
木
が
土

に
勝
つ
、
金
が
木
に
勝
つ
と
い
っ
た
事
柄
は
、
す
ぐ
に
思
い
つ
く
関
係
で
は
な
い
。
こ
れ

ら
が
見
え
な
い
以
上
、
五
行
相
勝
が
完
備
し
て
い
た
と
は
判
断
し
が
た
い
。
そ
こ
で
、
こ

こ
で
は
、
少
な
く
と
も
水
火
や
火
金
の
間
に
相
勝
と
い
う
言
説
が
あ
っ
た
、
と
述
べ
る
に

留
め
た
い
。 

 

『
墨
子
』
経
下
・
経
説
下 

『
墨
子
』
経
下
・
経
説
下
に
は
、
五
行
の
相
勝
に
つ
い
て
の
文
言
で
は
な
い
か
と
言
わ

れ
て
い
る
一
節
が
あ
る(

25)

。
こ
こ
で
は
、
こ
の
文
言
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

以
下
は
、『
墨
子
』
経
下
の
文
で
あ
る
。 

 

五
行
毋
常
勝
、
説
在
宜
。 

五
行
の
間
で
必
ず
勝
つ
も
の
は
無
い
。
そ
の
理
由
は
「
宜
」(

26)

と
い
う
こ
と
に

あ
る
。 

 

そ
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
解
説
と
見
な
さ
れ
る
経
説
下
の
文
言
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
（
句

読
に
諸
説
あ
る
箇
所
に
は
、
句
読
を
打
た
な
い
）。 

 

五
合
水
土
火
火
離
然
火
鑠
金
、
火
多
也
。
金
靡
炭
、
金
多
也
。
合
之
府

水
、
木
離
木
若
識
麋
與
魚
之
數
惟
所
利(

27)

。 

 

か
つ
て
梁
啓
超
氏
が
「『
墨
子
』
は
先
秦
諸
子
の
中
で
、
最
も
読
み
に
く
い
」(

28)

、

「
古
書
の
中
で
最
も
読
み
に
く
く
、
最
も
興
味
深
い
の
は
、
『
墨
子
』
の
経
上
・
経
下
・

経
説
上
・
経
説
下
・
大
取
・
小
取
の
六
編
で
あ
る
」(

29)

と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の

経
説
下
の
文
も
非
常
に
難
解
で
、
解
釈
が
分
か
れ
る
。 

ま
ず
、
孫
詒
譲
『
墨
子
間
詁
』
に
よ
る
解
釈
に
従
っ
て
訳
出
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に

な
る
。 

  
 

五
合
（
五
行
が
合
う
こ
と
）
。
木
は
火
を
生
む(

30)

。
火
は
（
木
に
）
着
い
て
燃
え

る
。
火
が
金
を
熔
か
す
の
は
、
火
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
金
が
炭
を
削
る
の
は
、
金

が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
両
者
を
合
わ
せ
る
と
水
に
な
る(

31)

。
木
は
土
に
着
く(

32)

。
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オ
オ
ジ
カ
や
魚
が
い
ず
れ
も
利
益
の
あ
る
も
の
へ
向
か
う
の
み
で
、
愛
憎
の
無
い
こ

と(

33)

を
知
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 

一
応
は
筋
が
通
る
が
、
い
く
つ
か
の
字
を
意
に
よ
っ
て
改
め
て
い
る
。 

譚
戒
甫
『
墨
辯
発
微
』(

34)

は
、
更
に
多
く
の
字
を
改
め
、
次
の
よ
う
に
解
釈
す

る
。 

  
 

五
（
「
五
行
毋
常
勝
」
の
経
文
に
つ
い
て
）
。
金
・
水
・
土
・
木
・
火
・
離(

35)

。

そ
し
て
火
が
金
を
熔
か
す
の
は
、
火
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
金
が
炭
を
費
や
し

尽
く
す
の
は
、
金
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
金
が
水
を
集
め(

36)

、
火
が
木
に
つ

く
の
は(

37)

、
オ
オ
ジ
カ
や
魚
の
性
質
が
、
そ
れ
ぞ
れ
利
と
す
る
森
や
川
へ
行

く
こ
と
を
認
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
高
亨
『
墨
経
校
詮
』(

38)

は
、
次
の
よ
う
に
解
す
る
。 

  
 

五
（
「
五
行
毋
常
勝
」
の
経
文
に
つ
い
て
）
。
金
・
水
・
土
・
火
・
木(

39)

。
燃
え

る
火
が
金
を
熔
か
す
の
は
、
火
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
金
が
炭
火
を
消
す
の
は
、
金

が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
金
は
水
に
付
着
し(

40)

、
火
は
木
に
着
い
て
燃
え
る(
41)

。

ま
た
、
オ
オ
ジ
カ
と
魚
の
性
質
も
、
利
と
す
る
と
こ
ろ
に
着
く(

42)

。 

 

そ
の
他
に
も
様
々
な
訳
・
注
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
解
釈
を
行
っ
て
お
り
、
定

説
は
無
い
。
し
か
し
、「
火
鑠
金
、
火
多
也
。
金
靡
炭
、
金
多
也
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
、

概
ね
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
火
が
多
け
れ
ば
火
が
金
を
熔
か
し
、
金
が
多
け
れ
ば

金
が
炭
（
も
し
く
は
炭
火
）
を
消
滅
さ
せ
る
と
解
釈
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
経
文
の
「
五

行
毋
常
勝
」
を
説
明
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る(

43)

。 

 

仮
に
「
火
鑠
金
、
火
多
也
。
金
靡
炭
、
金
多
也
」
が
「
五
行
毋
常
勝
」
を
説
明
し
て
い

る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
五
行
毋
常
勝
」
は
、『
左
伝
』
昭
公
三
十
一
年
の
「
火
勝
金
」

や
哀
公
九
年
「
水
勝
火
」
と
い
っ
た
言
説
と
は
内
容
が
異
な
る
。
五
行
の
間
に
必
ず

し
も
一
方
的
な
勝
敗
の
法
則
が
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
場
合
に
よ
っ

て
結
末
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る(

44)

。 
 

一
説
に
は
、『
墨
子
』
の
こ
れ
ら
の
文
章
は
、
当
時
流
行
し
て
い
た
五
行
相
勝
説
へ

の
反
論
で
あ
り
、
裏
を
返
せ
ば
、
当
時
す
で
に
五
行
相
勝
説
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
明

に
な
る
と
い
う(

45)

。
し
か
し
、『
墨
子
』
経
説
下
が
確
実
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
金
・

火
の
間
の
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
不
明
瞭
な
点
が
多
い
。『
左

伝
』
昭
公
三
十
一
年
・
哀
公
九
年
の
場
合
と
同
じ
く
、
五
行
全
て
の
間
に
お
け
る
相

勝
関
係
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
た
明
証
と
は
し
が
た
い(

46)

。 

 -------------------- 
 

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
早
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
伝
世
文
献
に
見
え
る
「
五
行
」

や
「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
こ
と
が
言
え
る
。 

  

・
五
行
（
木
・
火
・
土
・
金
・
水
）
は
、
基
本
的
に
は
、
生
活
に
必
要
な
五
種
類
の
物

資
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
『
左
伝
』
に
は
、
国
や
干
支
を
五
行
に
当
て

は
め
る
言
説
も
見
え
る
。
つ
ま
り
、
ど
の
程
度
体
系
化
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
な
が

ら
、
抽
象
的
な
分
類
名
を
示
す
場
合
も
あ
っ
た
。 

 
・「
穀
」
や
「
田
」
を
加
え
て
、
六
者
で
一
組
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
木
・

火
・
土
等
々
が
挙
げ
ら
れ
て
い
て
も
、
必
ず
し
も
五
者
一
組
と
は
限
ら
な
い
。 

 

・
火
と
水
や
、
金
と
火
と
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
勝
敗
の
関
係
が
説
か
れ
る
例
が
あ
る
が
、

五
通
り
の
完
備
し
た
五
行
相
勝
関
係
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
。 
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こ
れ
ら
を
概
観
す
る
に
、
「
五
行
」
と
そ
れ
を
構
成
す
る
「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」

の
五
者
、
そ
れ
に
国
や
干
支
を
当
て
は
め
る
発
想
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
一
部
の
間
に
お

け
る
相
勝
関
係
と
い
っ
た
、
五
行
説
の
素
材
と
な
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
揃
っ
て
い
る
。
た

だ
、
体
系
性
を
持
つ
抽
象
的
な
五
行
説
が
既
に
発
達
し
て
い
た
と
見
な
す
に
は
、
明
ら
か

に
根
拠
が
足
り
な
い
。 

 

『
左
伝
』
や
『
墨
子
』
経
・
経
説
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
前
四
世
紀
頃
に
、
こ
う

い
っ
た
五
行
説
の
素
材
（
も
し
く
は
断
片
）
が
存
在
し
、
そ
れ
が
前
三
世
紀
以
後
の
五
行

説
の
体
系
的
な
整
備
・
流
行
に
つ
な
が
っ
て
行
っ
た
と
考
え
て
お
く
の
が
、
無
難
で
は
な

か
ろ
う
か
。 

 


